
情報・勧告広報課の調査事業等
内 容⽬ 的対 象項 ⽬

現在実施している調査
毎年10⽉に実施。
①前々年の10⽉１⽇〜前年９⽉30⽇までに⾷品健康影響評価
結果が通知された品⽬

②①以前に通知が⾏われたが、前回調査で具体的なリスク管
理措置が講じられていなかった品⽬

について、リスク管理措置の進捗を確認。

⾷品安全基本法第23条第１項第４号の規
定に基づき、リスク管理機関の施策の実
施状況を監視するための調査を⾏い、⾷
品安全委員会が⾏った⾷品健康影響評価
の結果がリスク管理措置に適切に反映さ
れているかを把握する。

リスク管理
機関
（厚⽣労働省、
農林⽔産省、消
費者庁等）

⾷品健康影響
評価の結果に
基づく施策の
実施状況の調
査

年間随時受付。
①⽇頃の⽣活や業務の中で気が付いた⾷品安全に関する課題
や問題点に関する提案・報告

②当委員会の運営に関する改善点に関する提⾔
を受け付け、①はリスク管理機関に共有・必要に応じて回答
作成依頼し、②は委員会にて回答作成。

・⾷品に関する専⾨知識や業務経験を有
する消費者の協⼒を得て⾷品安全に関す
る課題等を把握し、情報発信や意⾒交換
会の内容を検討する際の参考とする。
・また、⾷品健康影響評価の実施やリス
ク管理機関の施策の実施状況の監視にあ
たっての参考とする。

⾷品安全モ
ニター

随時報告

毎年２⽉頃実施。
○⾷品の安全性に係る危害要因や品⽬等について、経年的に
傾向を把握するとともに、直近の評価結果やトピックに対
する受⽌めを探る。

（調査内容は、下記「⾷品安全に関する意識調査」事業の結
果を踏まえて、R7年度以降⾒直し予定）

⾷品に関する専⾨知識や業務経験を有す
る消費者の協⼒を得て⾷品安全に関する
課題等を把握し、情報発信や意⾒交換会
の内容を検討する際の参考とする。

同上課題報告

今後実施を検討している調査
毎年複数回、経時的に実施（具体的な実施頻度は検討中）。
①消費者の健康に関する話題（既存・新興ハザードや⾷品に
関する新技術を含む）の認知、関⼼

②情報の⼊⼿についての状況（頻度、⼿段、情報源、情報源
に対する信頼度等）

③消費者の健康を保護するための⾷品安全委員会⼜は関係省
庁による施策の成果の指標となり得る項⽬（政府の取組状
況についての認知度、流通する⾷品の安全性についての信
頼度）

等を質問することを検討中。

⾷品安全に関する国⺠のリスク認知やリ
テラシーの実態を経時的に把握すること
により、情報提供やコミュニケーション
の優先度が⾼い⾷品安全上の話題を明ら
かにし、社会的な関⼼等も考慮したリス
クコミュニケーションの基盤となる情報
を得る。

⼀般消費者⾷品安全に関
する意識調査

※令和６年度内
に調査の設計及
び⼿法の確⽴に
向けた調査事業
を実施予定。
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⾷品安全モニター 随時報告のあり⽅の⾒直しについて
○ ⾷品安全モニターの随時報告は、モニターが⽇頃の⽣活や業務の中で気が付いた⾷品安全に関する課題や問題点や、リスク

コミュニケーション等の委員会の運営に関する改善点について、随時、具体的な問題提起と施策の提案等をしていただくこ
とにより、⾷品の安全性の確保に関する施策の推進を図ることを⽬的としている。

○ 受理した案件は１年に１回とりまとめて親委員会に報告しているが、来年度以降以下のとおり取り扱うこととしてはどうか。

 受理案件は全て関係省庁に共有した上で、基準の全てに合致するものは、関係省庁に回答を求めて得た回答を記載。
【関係省庁に回答を求める基準】
a. これまでにない新たな内容であるもの
b. 重篤で広範囲にわたる健康影響に発展する可能性が含まれるもの
c. 具体的で実現可能性が⾼いと考えられる提案等が含まれるもの

 受理案件は１年に１回とりまとめて親委員会に報告。
 関係省庁に回答作成依頼を⾏う対象は、事務局で判断の上、親委員会で了承。

現⾏

 受理案件を以下の３分類に分類した上で、各分類に応じて以下のとおり対応。
【報告の分類・対応】
①リスク管理機関でリスク管理措置やリスコミ等の施策が適切に実施されているもの

→ 関係省庁に共有した上で、更なるリスクコミュニケーションを働きかけ
②リスク管理機関でリスク管理措置やリスコミ等の施策が適切に実施されているか不明確であるもの(※)

※リスク管理措置等が実施されていない⼜は実施が不⼗分と思われるもの
→ 関係省庁に共有した上で、関係省庁に回答を求め、得た回答を記載

③委員会が実施するリスク評価やリスコミの改善点に関するもの（⾃ら評価案件の提案を含む）
→ 委員会にて回答作成

⾒直し後

 受理案件を情報連絡会議の場で定期的に委員に共有。
 報告の分類分けは基本的に事務局にて⾏うが、分類②に該当するか事務局で判断に迷うものが

あった場合、対応⽅針（※）を情報連絡会議の場で意⾒照会。
※関係省庁に回答を求めるべきか、更なるリスクコミュニケーションを促すにとどめるべきか等

 回答等を求めるまでは⾄らないが、事務局にてリスク管理状況の情報収集に努めるべき報告の
有無も、情報連絡会議の場で意⾒照会。

各基準が具体的にどのようなものを意味するかは必
ずしも明らかではなく、また、該当性の客観的判断
も困難

委員の専⾨性を活⽤しきれていない

回答作成対象となる
報告の考え⽅をわか
りやすくするととも
に、回答作成対象外
のものについても対
応を整理

委員の専⾨性を活⽤して
より丁寧に対応を検討
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委員会の対応報告の分類
・委員会にて回答作成委員会が実施するリスク評価やリスコミの改善点に関するもの
・情報収集
・関係省庁に共有基準（※）に該当しないもの

リスク管理機関のリスク管理
措置やリスコミ等の施策に関
するもの

・情報収集
・関係省庁に共有
・関係省庁に回答作成依頼

基準（※）に該当するもの

委員会の対応報告の分類
・委員会にて回答作成委員会が実施するリスク評価やリスコミの改善点に関するもの
・情報収集
・関係省庁に共有
・更なるリスクコミュニケー
ションを働きかけ

リスク管理措置やリスコミ等
の施策が適切に実施されてい
るものリスク管理機関のリスク管理

措置やリスコミ等の施策に関
するもの ・情報収集

・関係省庁に共有
・関係省庁に回答作成依頼

リスク管理措置やリスコミ等
の施策が適切に実施されてい
るか不明確であるもの

（参考）分類と委員会の対応 ⽐較
（現⾏）

（⾒直し後）

※関係省庁に回答を求める基準
a. これまでにない新たな内容であるもの
b. 重篤で広範囲にわたる健康影響に発展する可能性が含まれるもの
c. 具体的で実現可能性が⾼いと考えられる提案等が含まれるもの
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